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令和２年度 事業計画 

（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日） 

 

  第一 基本方針 

     『公益社団法人 東広島法人会』として８年目を迎える今年度も「法人会の理念」に

則り、法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きながら、組織及び財政基盤

の強化を図るために会員増強に力を入れるとともに、地域社会の活性化にも配意しつつ、

諸施策に取り組む。 

     

  第二 主な事業活動 

   １  税を巡る諸環境の整備改善等を図ることを目的とする事業 

（１） 税制改正への提言 

我が国においては、現下の経済状況等を踏まえて、デフレからの脱却・経済再生

が最優先の課題となっている。また、東日本大震災や熊本地震をはじめとする大規

地震や台風などによる豪雨災害など、相次いで発生する自然災害からの復興も重要

な課題である。 

 昨年１０月から消費税が 10 パーセントに引き上げられたが、本年度も経済への

影響の平準化に向け、臨時・特別の予算措置が講じられる。さらに、消費税増収分

の使途が全世代型社会保障制度の構築に向けて、幼児教育無償化等に充てられるこ

ととなっている。超高齢化社会が急速に進展する今、引き続き財政再建と持続可能

な社会保障制度の構築が大きな課題となっている。 

このほか、少子化対策や女性活躍の推進、超高齢化社会及びグローバル化の進展

など、経済社会の構造変化にも対処していく必要がある。 

こうした情勢を踏まえ、地域経済の担い手である中小企業の活性化に資する税制

をはじめ、税のオピニオンリーダーとして我が国の将来を展望した建設的な提言に

努める。 

（２） 税の啓発活動・租税教育活動の充実 

税務研修会、租税教室、税に関する絵はがきコンクール、税の広報活動等を引き 

続き実施する。 

特に次世代を担う児童生徒に税の重要性を正しく理解し、関心を持ってもらうた 

      め租税教育及び租税教室の一層の拡大・充実を図る。 

 青年部会ではこれまで実施している小学校の「租税教室への講師派遣」、女性部会

では「税に関する絵はがきコンクール」に対する取り組みを重点施策と位置づけ積

極的に推進する。 

 また、申告納税制度の一層の定着に資するため、消費税の「期限内納付」、ｅ－Ｔ

ａｘの利用推進、ダイレクト納付の推進に努める。 

（３） 研修活動の充実 
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一般の企業及び市民、会員に対する税法・税務の知識の一層の普及啓発に努める 

こととし、各種の研修会、経営セミナー、講演会等を開催するとともに、研修内容

に応じた有効な教材の作成配布を行う。 

（４） 税に関する広報の充実 

税知識の普及と啓発を目的とし、広報誌及びホームページ等各種媒体を利用して 

マイナンバー制度・消費税の軽減税率制度やｅ－Tax・ｅLTAX の利用、税法の改

正事項等を、広く一般の企業・市民・会員に時宜に適した情報を発信する。 

   ２ 地域の経済社会環境の整備改善等を図ることを目的とする事業 

     地域社会への貢献と、地域社会の健全な発展を目的とした講演会、酒まつり会場での

清掃作業等を実施する。 

また、社会貢献活動の一環として、「AED（自動体外式除細動器）」の公共施設等へ 

の寄贈を継続して実施する。 

   ３ 法人会活動を活性化することを目的とする事業 

（１） 組織の強化・充実 

      イ 公益性拡大の観点から加入率 60％以上を目標とし、金融機関・関係諸団体の 

協力を得ながら会員増強に努めるとともに、会員の退会防止にも努める。 

      ロ 年間を通じて会員増強に努めることとするが、特に９月から 12月の４ヶ月間  

を、「会員増強月間」と定め、役員を中心に積極的な会員増強に取り組む。 

   （２） 広報活動の充実 

       法人会の知名度の向上、活動内容の周知等に加えて会員増強を図るため、会報誌

「ほうゆう」やホームページ等広報活動の一層充実に取り組む。 

   （３） 青年部・女性部の充実 

      イ 青年部会 

        「青年部会のあり方（指針）」に沿って、「税の啓発」をはじめとする活動の充 

実を図る。 

部会活動の大きな柱である「租税教室」への講師派遣、及び「部会員増強運動」 

については、今まで以上の積極的な取り組みを図る。 

      ロ 女性部会 

        「女性部会のあり方（指針）」に沿って、法人会活動の充実・活性化に努める。 

        税の啓発活動の一環である、市内の全小学６年生を対象とした「税に関する絵 

はがきコンクール」を継続実施するとともに、内容の充実を図る。 

   （４） 法人会会員の福利厚生の向上に資することを目的とする事業 

      イ 法人会の福利厚生制度を巡る環境は、改善しつつあるが、会員企業の保険に対

する意識の変化もあり楽観できない状況にある。 

        このような状況のもと、「１社でも多くの会員を守りたい」という福利厚生制度

創設時の理念の徹底及び三社協力体制の強化による連携を図りつつ、福利厚生制

度の円滑な運営と財政基盤の安定化のため、①経営者大型総合保障制度 ②ビジネ

スガード ③がん・医療保険制度の推進を中心とした活動を展開する。 
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   特に、福利厚生制度の中核を占める経営者大型総合保障制度の推進にあたり、

青年部会並びに女性部会との連携を強化し、制度推進のための紹介運動及び青年

部会を中心としたＪタイプの加入促進運動を実施する。 

なお、引き続き、各社独自の施策に対して協力し、福利厚生制度の拡大と手数

料収入の増加を目指した推進を図る。 

           ロ 支部別新規加入企業の目標設定及び表彰 

        支部別の目標件数を設定し、目標を達成した支部に報奨金を贈呈する。 

（５） その他 

西条税務署管内税務協力団体連絡協議会等他団体が行う諸事業に、積極的に協

力・参加し交流を図っていくこととする。 

 


